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指定小児慢性特定疾病指定医の指定の取消し

児童福祉法施行規則の規定に基づき処分基準に該当する場合には、指定小児慢性特定疾病指定医の指定につ
いて取り消しを行います。

児童福祉法施行規則第７条の16
大阪市小児慢性特定疾病指定医の指定に係る事務取扱要領（大阪市保健所管理課に設置）

指定医が診断書の作成に関し著しく不当な行為を行つたとき、その他指定医として著しく不適当と認められ
るとき。
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